
参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

農産物 229 ―
畜産物 4,067 ―
水産物 195 ―

牛乳・乳児用食品 12 ―
野生鳥獣肉 24 2 イノシシ肉(2)

飲料水 4 ―
その他 318 ―
小計 4,849 2 2 0
農産物 1,174 42 ワラビ（1）ゼンマイ（2）コシアブラ（10）タラの芽（2）タケノコ

（27）

畜産物 7,658 ―
水産物 523 ―

牛乳・乳児用食品 25 ―
野生鳥獣肉 104 ―
飲料水 1 ―
その他 35 ―
小計 9,520 42 42 0
農産物 194 8 コシアブラ(8)

畜産物 7,391 ―
水産物 291 ―

牛乳・乳児用食品 12 ―
野生鳥獣肉 14 ―
飲料水 0 ―
その他 23 ―
小計 7,925 8 8 0
農産物 570 ―
畜産物 9,875 ―
水産物 144 ―

牛乳・乳児用食品 21 ―
野生鳥獣肉 66 17 イノシシ肉(17)

飲料水 0 ―
その他 5 ―
小計 10,681 17 17 0
農産物 190 1 タラノメ（1）

畜産物 8,538 ―
水産物 88 2 イワナ（1）ヤマメ（1）

牛乳・乳児用食品 15 ―
野生鳥獣肉 0 ―
飲料水 0 ―
その他 15 ―
小計 8,846 3 3 0
農産物 278 ―
畜産物 1,686 ―
水産物 128 ―

牛乳・乳児用食品 23 ―
野生鳥獣肉 67 ―
飲料水 3 ―
その他 29 ―
小計 2,214 0 0 0

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

宮城県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県



参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 62 ―
畜産物 7,083 ―
水産物 88 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
飲料水 1 ―
その他 8 ―
小計 7,242 0 0 0
農産物 235 1 コシアブラ（1）

畜産物 7,553 ―
水産物 604 ―

牛乳・乳児用食品 34 ―
野生鳥獣肉 31 3 クマ肉（１）シカ肉（２）

飲料水 4 ―
その他 16 ―
小計 8,477 4 4 0
農産物 53 ―
畜産物 1,254 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 4 ―
野生鳥獣肉 1 ―
飲料水 0 ―
その他 1 ―
小計 1,313 0 0 0
農産物 302 ―
畜産物 5,297 ―
水産物 8 ―

牛乳・乳児用食品 2 ―
野生鳥獣肉 20 3 ツキノワグマ肉(3)

飲料水 0 ―
その他 10 ―
小計 5,639 3 3 0
農産物 71 ―
畜産物 2,472 ―
水産物 3 ―

牛乳・乳児用食品 8 ―
野生鳥獣肉 0 ―
飲料水 4 ―
その他 5 ―
小計 2,563 0 0 0
農産物 30 ―
畜産物 105 ―
水産物 22 ―

牛乳・乳児用食品 2 ―
飲料水 7 ―
その他 2 ―
小計 168 0 0 0
農産物 37 ―
畜産物 378 ―
水産物 25 ―

牛乳・乳児用食品 82 ―
飲料水 0 ―
その他 1 ―
小計 523 0 0 0
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参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 195 7 コシアブラ（2）コシアブラ（5）

畜産物 585 ―
水産物 6 ―

牛乳・乳児用食品 2 ―
野生鳥獣肉 3 ―
飲料水 0 ―
その他 4 ―
小計 795 7 7 0
農産物 43 ―
畜産物 231 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
野生鳥獣肉 0 ―
飲料水 10 ―
その他 3 ―
小計 288 0 0 0
農産物 124 2 コシアブラ（2）

畜産物 2,549 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 4 ―
野生鳥獣肉 157 ―
飲料水 3 ―
その他 9 ―
小計 2,846 2 2 0
農産物 33 ―
畜産物 385 ―
水産物 9 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
野生鳥獣肉 0 ―
飲料水 4 ―
その他 16 ―
小計 448 0 0 0
農産物 11 ―
畜産物 8,723 ―
水産物 247 ―

牛乳・乳児用食品 12 ―
飲料水 1 ―
その他 10 ―
小計 9,004 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 35 ―
水産物 0 ―
飲料水 1 ―
その他 2 ―
小計 38 0 0 0
農産物 1 ―
畜産物 2 ―
水産物 0 ―
その他 0 ―
小計 3 0 0 0
農産物 37 ―
畜産物 0 ―
水産物 0 ―
その他 0 ―
小計 37 0 0 0

石川県

富山県

静岡県
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福井県



参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 0 ―
畜産物 9 ―
水産物 1 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 11 0 0 0
農産物 11 ―
畜産物 349 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
その他 2 ―
小計 362 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 989 ―
水産物 3 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
野生鳥獣肉 0 ―
その他 0 ―
小計 992 0 0 0
農産物 16 ―
畜産物 126 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
飲料水 0 ―
その他 13 ―
小計 155 0 0 0
農産物 4 ―
畜産物 1 ―
水産物 14 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
飲料水 1 ―
その他 0 ―
小計 20 0 0 0
農産物 2 ―
畜産物 0 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
飲料水 0 ―
その他 1 ―
小計 3 0 0 0
農産物 5 ―
畜産物 1 ―
水産物 4 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 11 0 0 0
農産物 5 ―
畜産物 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 6 0 0 0
農産物 64 ―
畜産物 58 ―
水産物 56 ―

野生鳥獣肉 0 ―
その他 88 ―
小計 266 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 324 ―
水産物 0 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 324 0 0 0
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参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 1 ―
畜産物 1,941 ―
水産物 0 ―
その他 1 ―
小計 1,943 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 116 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 117 0 0 0
農産物 1 ―
畜産物 75 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
その他 0 ―
小計 76 0 0 0
農産物 5 ―
畜産物 425 ―
水産物 0 ―
その他 0 ―
小計 430 0 0 0
農産物 29 ―
畜産物 5 ―
水産物 4 ―

牛乳・乳児用食品 4 ―
野生鳥獣肉 14 ―
飲料水 0 ―
その他 8 ―
小計 64 0 0 0
農産物 4 ―
畜産物 23 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
その他 0 ―
小計 27 0 0 0
農産物 16 ―
畜産物 0 ―
水産物 2 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
飲料水 0 ―
その他 1 ―
小計 19 0 0 0
農産物 3 ―
畜産物 1 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
野生鳥獣肉 0 ―
小計 4 0 0 0
農産物 1 ―
畜産物 37 ―
水産物 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 39 0 0 0
農産物 6 ―
畜産物 367 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
その他 0 ―
小計 374 0 0 0

福岡県
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香川県
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徳島県

佐賀県



参考２

令和元年9月2日現在（速報値）

【栽培/飼養管理が困難な品目】 【栽培/飼養管理が可能な品目】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理が困難な品目」と「栽培/飼養管理が可能な品目」に区別していま
す。

令和元年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 7 ―
畜産物 5 ―
水産物 2 ―
その他 1 ―
小計 15 0 0 0
農産物 3 ―
畜産物 19 ―
水産物 1 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
その他 0 ―
小計 23 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 48 ―
水産物 1 ―
飲料水 0 ―
その他 0 ―
小計 49 0 0 0
農産物 8 ―
畜産物 380 ―
水産物 1 ―
その他 4 ―
小計 393 0 0 0
農産物 8 ―
畜産物 988 ―
水産物 0 ―
飲料水 0 ―
その他 1 ―
小計 997 0 0 0
農産物 0 ―
畜産物 16 ―
水産物 0 ―
その他 0 ―
小計 16 0 0 0
農産物 21 ―
畜産物 32 ―
水産物 18 ―

牛乳・乳児用食品 340 ―
野生鳥獣肉 0 ―
飲料水 72 ―
その他 862 ―
小計 1,345 0 0 0

※１：平成30年度公表検査結果
総計：299,424件（基準値超過313件）

※２：平成29年度公表検査結果
総計：306,623件（基準値超過200件）

※３：平成28年度公表検査結果
総計：322,563件（基準値超過461件）

※４：平成27年度公表検査結果
総計：340,311件（基準値超過291件）

※５：平成26年度公表検査結果
総計：314,216件（基準値超過565件）

※６：平成25年度公表検査結果
総計：335,860件（基準値超過1,025件）

総計：278,275件（基準値超過2,372件（暫定規制値超過17件含む））
※８：平成24年3月31日以前に採取された検体（暫定規制値適用対象）の検査結果

総計：137,037件（暫定規制値超過1,204件）
※９：食品中の放射性物質検査は主として出荷前の段階において実施されています。

基準値を超過するものは、出荷制限が指示されている地域のものがほとんどであり、
廃棄等の適切な措置が取られます。

88

その他

総計 91,500 88 0

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

長崎県

熊本県

※７：平成24年度公表検査結果（平成24年4月1日以降に採取された検体分（経過措置対象品目を含む））


